
 

令和６年能登半島地震により被災した児童生徒等の就学機会の確保等の観
点から、公立学校への弾力的な受入れ等に関するＱ＆Ａとフローチャート
をまとめましたので連絡します。 
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令和６年能登半島地震により被災した児童生徒等の公立学校への弾力
的な受入れ等に関するＱ＆Ａとフローチャートの送付について 

令和６年能登半島地震により被災した児童生徒等の国公私立学校への受入れ等につい
ては、各教育委員会等において積極的に御対応いただいているところであり、感謝申し
上げます。 
 このたび、「令和６年能登半島地震における被災地域の児童生徒等の安全確保等につ
いて（通知）」（令和６年１月４日付け５文科施第 703 号）及び「令和６年能登半島地
震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について（通知）」（令和６年１
月７日付け５文科施第 704 号）（以下「通知」という。）のうち、主に被災した児童生
徒等の公立学校への弾力的な受入れについて、お問い合わせいただいた内容をもとに別
紙の通りＱ＆Ａとフローチャートを作成しましたので、御参考としてお送りします。 
 各都道府県・指定都市教育委員会におかれましては、本Ｑ＆Ａ等も御参考としていた
だきつつ、引き続き通知の趣旨を踏まえた取扱いをお願いします。また、所管の学校及
び域内の市区町村教育委員会に対し、本事務連絡について十分御周知いただくととも
に、必要な指導・支援をお願いします。 
 都道府県知事部局、附属学校を置く各国公立大学法人及び小中高等学校を設置する学
校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第 12 条第 1 項の認定を受けた地方公共団体の
首長部局におかれましては、公立学校における取扱いについて十分御留意いただきなが
ら、所轄の学校に対し、本事務連絡の趣旨について御周知いただくとともに、必要な指
導・支援をお願いします。 

【本件連絡先】 

＜幼稚園に関すること＞ 

初等中等教育局幼児教育課企画係 

（電話）03-6734-3136 

＜義務教育諸学校に関すること＞ 

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室義務教育改革係 

（電話）03-6734-2007 

＜高等学校等に関すること＞ 

初等中等教育局参事官（高等学校担当）付高校教育改革係 

（電話）03-6734-3482 

＜特別支援学校に関すること＞ 

初等中等教育局特別支援教育課企画調査係 

（電話）03-6734-3193 



 

 

別 紙 

 

【令和６年能登半島地震により被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受入れ等に

関する Q&A】 

 

 

問１ 「令和６年能登半島地震における被災地域の児童生徒等の安全確保等につい

て（通知）」（令和６年１月４日付け５文科施第 703 号。以下「１月４日付け通知」

という。）の「３．被災した児童生徒等の公立学校及び国私立学校への受入れにつ

いて」中の、域内の公立学校への受入れの希望があった場合の「弾力的に取り扱い」

とは、例えば、どのようなものが考えられますか。  

（答） 

 基本的に、法令に違反しない範囲であれば、各地方公共団体の実情に応じて可

能な手立てをすべてとっていただいてよいでしょう。具体的な手立てとしては、

例えば、 

１. 通常の転学手続きに必要な書類が揃わない場合でも、就学を希望する児童

生徒等については可能な限り速やかに受入れを行うこととし、状況が落ち

着いてから手続きを行う、 

２. 市町村教育委員会等の判断で簡素化できる手続きについては簡素化する、 

などが考えられますが、これらに限らず、各地方公共団体の積極的な取組が期待

されるところです。 

 その際、必ず児童生徒等の在籍関係（受入れ先の学校に在籍とするか、元の学

校に在籍したままとするか）を明確にした上で受け入れ、児童生徒等の不利益に

ならないよう御配慮をお願いします。これにより、その後、各学校において指導

要録に記入する等の際にも、より円滑に行うことができるものと考えられます。 

 例えば、受入れに当たり、ただちに事務手続きができない場合であっても、対

象児童生徒等の氏名、住所、受入れ年月日、受入れ校、元の在籍校等、就学手続

き上必要と思われる事項については、記録を残し、転出元の教育委員会等と連絡

をとるなどの工夫がなされるとよいでしょう。ただし、被災地の状況によって、

転出元の教育委員会と連絡をとることが難しい場合には、手続きは後日にするな

どの御配慮をお願いします。 

 また、在籍することとなった児童生徒等については指導要録を作成する必要が

ありますが、同様に、受け入れた時点で指導要録を作成して記入できる情報を記

入し、後日、元の在籍校からの指導要録の写しの送付等を受けて追記していく等

の工夫が考えられます。なお、元の在籍校での指導要録の紛失が生じている場合

には、元の在籍校と連絡を取りながら、可能な範囲で追記し、児童生徒等の指導

や証明に生かせるよう御配慮をお願いします。  

 元の学校に在籍したままとする場合にも、後日、元の学校において指導要録に

記載する際に必要となることから、受入れ校においては指導要録に準じた形で児

童生徒等の学習の様子や出席日数等を記録しておくことが望ましいと考えられ

ます。 



 

問２ 被災者の方が、お子様の避難先である当市の小学校への就学を決められる

に当たって、正式に転学されるのか、事実上の就学とされるのかを判断される材

料としてどういった情報の提供が考えられるでしょうか。 

（答） 

被災者の方は、いずれは故郷に帰りたいという希望を持っていらっしゃる場合

も多いです。被災地域での学校の開校状況は、避難先でお子様が正式に転学され

るのか、被災地の学校に籍を置いたまま事実上就学されるのかを決定されるに当

たって、ひとつの判断材料とされるものと考えられます。 

各教育委員会におかれては、こうした情報も御提供いただきながら、被災者の

方の御希望を十分に踏まえていただいて、柔軟に対応されるとよいでしょう。 

なお、石川県の公立学校が始業しているかどうかについては、以下のホームペ

ージより御確認いただけます。 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/202401jishin-

mokutekibetsu.html#gakkou 

問３ 学齢児童生徒については、住民基本台帳に基づいて学齢簿を編製すること

になっていますが、被災児童生徒が住民票を異動しないまま、転入学させること

は可能でしょうか。 

（答） 

１．災害の有無にかかわらず、そもそも、学齢児童生徒については、住民基本台

帳に記載されていない者であっても、当該市町村に住所を有していれば、この者

についても学齢簿を編製し、就学手続きをとることが必要です。 

 この場合、教育委員会は、住民基本台帳に脱漏又は誤載があると認める旨を遅

滞なく当該市町村長に通報することが必要です（※１）。 

 今回の震災による被害に伴い、ただちに住民票の異動の手続きができない等の

事情がある場合には、各市町村の住民基本台帳担当部署と連携の上、復興が進み、

態勢が整ってから異動の手続きをとる等、適切に対応していただくことが望まし

いでしょう。 

 また、市町村の区域内に転住してきた学齢児童生徒を学齢簿に記載したときに

は、当該教育委員会は、その旨を速やかに前住所地の教育委員会に通知していた

だくよう御留意願います（※２）。 

※１ 「住民基本台帳法の制定に伴う学校教育法施行令および学校教育法施行規

則の一部改正について」（昭和 42 年 10 月２日付け文初財 396 号文部省初等中等

教育局長通達）、住民基本台帳法第 13 条 

※２ 「学齢簿および指導要録の取扱について」（昭和 32 年２月 25 日付け文初

財 83 号文部省初等中等教育局長通達） 

２．上記１．の手続きのほか、学校教育法施行令第９条においては、児童生徒等

を住所地の市町村の設置する小・中学校等以外の小・中学校等に就学させようと

する場合の取扱い（区域外就学）について定められています。区域外就学を行う

場合には、今回の震災に伴う受入れの場合に限らず、受入れ側の市町村教育委員

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/202401jishin-mokutekibetsu.html#gakkou
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/202401jishin-mokutekibetsu.html#gakkou


 

会において学齢簿を編製する必要はありません。 

 なお、同条第２項において、住所地の市町村教育委員会との協議について定め

られていますが、今回の震災による被害に伴い、必要な書類が整わないなど通常

の手続きが困難である場合には、各市町村の判断で簡素化できる手続きについて

は簡素化するなど、弾力的に取り扱っていただくとよいでしょう。 

問４ 今回の災害による被害に伴い、避難のため短期間滞在する場合においても、

希望する児童生徒等を学校に受け入れて差し支えないでしょうか。 

（答） 

 １月４日付け通知の「３．被災した児童生徒等の公立学校及び国私立学校への

受入れについて」においては、期間の長短に関わらず、被災した児童生徒等が域

内の公立学校への受入れを希望してきた場合には、可能な限り弾力的に取り扱い、

速やかに受け入れることをお願いしています。 

 なお、公立学校の受入れに際しては、当該学校の在籍者として受け入れる転入

学（※「住民票の異動に伴う転入学」と「住民票を異動しない区域外就学による

転入学」）のほか、学籍は元の学校のまま、受入れ先の学校の活動に参加する等

の「事実上の就学」など、多様な取扱いが想定されますので、被災地の状況や、

各地方公共団体の実情等に応じて、弾力的に取り扱っていただくとよいでしょう。 

 ただし、いずれの場合におきましても、転出元の教育委員会等と連絡をとるな

どして、必ず児童生徒等の在籍関係を明確にした上で受け入れ、児童生徒等の不

利益にならないよう御配慮をお願いします。 

問５ 被災した児童生徒を域内の公立学校で受け入れたいのだが、既に１学級

40 人となっている場合、受け入れると 41 人となってしまいます。問題ないでし

ょうか。 

（答） 

 小学校については、小学校設置基準第４条において、「一学級の児童数は、

法令に特別の定めがある場合を除き、四十人以下とする。ただし、特別の事情

があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。」としており、こ

のたびの能登半島地震は、まさに特別の事情に該当するものであると考えられ

ます。小学校において、１学級 40 人を超える場合には、教育上の支障が生じな

いよう、御留意願います。 

なお、これらの点については、中学校、高等学校、特別支援学校においても

同様の考え方です。 

また、幼稚園設置基準第３条においては、「一学級の幼児数は、三十五人以

下を原則とする。」としており、被災した幼児を受け入れることで１学級の人

数が 35 人を超える場合においても、同様の考え方に基づき、教育上支障がない

よう留意しながら、弾力的に受け入れることが可能です。 

問６ 被災したＡ県の高等学校等に合格したが、他県に転出し、転出先の都道府

県における高等学校等への入学を希望している者については、どのように取り扱

うことが適切でしょうか。 

（答） 

 Ａ県の高等学校等に入学し、その後、転出先都道府県の高等学校等に転学する



 

取扱いとするのか、あるいは転出先の高等学校等へ入学する取扱いとするのかに

ついては、本人の事情等を勘案しながら柔軟に対応していただけるとよいでしょ

う。 

 その際、転学に必要な書類が揃わなければ手続きが進まないなどといったこと

にならないよう弾力的に御対応いただくとともに、生徒本人が入学を希望する場

合には、例えば、学力検査は行わず、面接等により決定するなどの御配慮をいた

だけるとよいでしょう。 

問７ 被災地域で学校を再開できない状況です。被災した児童生徒等に教育の機

会を提供するため、県内外の他の学校や公共施設などで教育を行うことを考えて

いますが、法令上可能でしょうか。また、この場合にはどんなことに留意すれば

よいでしょうか。 

（答） 

 小学校については、小学校設置基準第 12 条において、「特別の事情があり、か

つ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用する

ことができる。」としており、このたびの能登半島地震は、まさに特別の事情に

該当するものであると考えられます。 

なお、幼稚園、中学校、高等学校、特別支援学校についても同様の考え方です。 

 学校や公共施設を借用する場合には、当該施設の設置者等と十分調整の上、教

育の実施にあたって安全上支障がないよう、御留意願います。 

問８ 「令和６年能登半島地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保

等について（通知）」（令和６年１月７日付け５文科施第 704 号。以下「１月７

日付け通知」という。）において、「当該児童生徒の各学年の課程の修了又は卒

業の認定等に当たっては、弾力的に対処し」とありますが、具体的にどのような

意味ですか。 

（答） 

 １月７日付け通知は、震災等により児童生徒に対して３月末までに指導すべき

内容の指導を行うことができなかった場合であっても、そのことのみをもって当

該児童生徒の進級、進学等を認めないとする必要はなく、当該児童生徒に不利益

が生じないように弾力的に対応していただきたいという趣旨です。なお、その際、

指導を行うことができなかった部分については、次年度に未指導分の授業を行う

（進学した場合には、進学先と当該児童生徒の学習状況を共有いただき、進学先

の学校において補充的な学習の機会を設ける）など、当該児童生徒の学びを保障

するための配慮に努めていただきたいと考えています。 

問９ 被災した高校生が避難先の他の高等学校等で受け入れられて学習し、単位

を修得した場合や、避難所でボランティア活動などに取り組んだ場合、その成果

を在籍校において単位として認定すべきだと考えますが、取扱いはどのようにな

っていますか。 

（答） 

 高等学校等においては、学校教育法施行規則第 93 条及び第 97 条から第 100 条

まで等に基づき、生徒が他の高等学校等において一部の科目又は総合的な探究の

時間の単位を修得したときは、その単位数を生徒の在学する高等学校等における



 

卒業に必要な単位数に加えること（学校間連携による単位認定）や、ボランティ

ア活動等の学校外における学修を自校の科目の履修とみなし、単位を認定するこ

とが制度上可能となっています。 

 高等学校等の卒業に必要な単位数は、74 単位以上で校長が定めることとされて

いますが、学校間連携及び学校外における学修の単位認定については、併せて 36

単位まで、卒業に必要な単位数に含めることができます。 

 このほか、通信制課程の生徒が自校の定時制又は他校の定時制・通信制で、定

時制課程の生徒が自校の通信制又は他校の通信制で一部の科目の単位を修得し

たときは、その単位数を自校の定めた定時制及び通信制課程の卒業に必要な単位

数のうちに加えることができます（いわゆる定通併修制度）。この場合、認定単

位の上限はありません。 

 詳細は、学校外における学修の単位認定（※文部科学省ホームページ）を御覧

ください。 

問 10 被災した高校生が他の高等学校に転学する場合にも、これまでの高等学

校における学習の成果を転学先の高等学校において単位として認定すべきだと

考えますが、取扱いはどのようになっていますか。 

（答） 

 学校教育法施行規則第 92 条第２項の規定により、全日制の課程、定時制の課

程及び通信制の課程相互の間の転学又は転籍については、修得した単位に応じて、

相当学年に転入することができることとされています。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/1247229.htm


被災した児童生徒から公立義務教育諸学校での受入れ希望があった場合の手続きフローチャート

被災した児童生徒等の就学機会の確保等の観点から、可能な限り弾力的に取扱い、
まずは速やかに受入れの検討を行うことが望ましい。
※ただちに事務手続きができない場合、受け入れる自治体において、就学手続き上必要と思われる事項（対
象児童生徒の氏名、住所、受入れ年月日、受入れ校、元の在籍校等）を記録することとし、事務手続きは
状況が落ち着いてから行うなど工夫いただくよう、御配慮願います。

転出先の学校に在籍

転入学等の手続きは
行わずに、受け入れ先の
学校の授業等に参加
（「事実上の就学」
（元の学校に在籍））

住民票を
異動している

住民票を異動していない

住所変更に伴う
転入学の手続き
（学校教育法施行令第６条）

後日、元の学校において指導要録
に記載する際に必要となるため、
指導要録に準じた形で児童生徒の
学習の様子や出席日数を記録する
ことが望ましい。

元の学校に
在籍を希望する場合

（住民票の異動を希望して
いるが、手続きができない
等の事情がある場合）

（住民票の異動を
予定していない場合）

（※）本Ｑ＆Ａを踏まえて、弾力的な取扱いが可能。

転出先の学校に
在籍を希望する場合

区域外就学の手続き
（※）（学校教育法施行令第９条）

居住している事実を踏まえ、
学齢簿を編製、就学手続き
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